
東御市立保育園給食について（未満児用） 

 

東御市保育園では、給食の提供を実施しております。給食での食物アレルギー等を防ぐために別紙を

ご覧いただき、入園までに未摂取の食品がなくなりますようご家庭で少しずつ食べるようにしてくださ

い。その際、初めて摂取するときにはアレルギー反応が出ないことをご確認ください。 

 

入園までに下記事項を実施して下さい。 

１ 保育園では指定のミルク（はいはい（和光堂）となります。 

哺乳瓶、マグ、コップ等でミルクが飲めるようにして下さい。 

また、哺乳瓶、マグ、コップ等は 1日に飲む回数分ご用意下さい。 

※ミルクアレルギーの方は特別給食申込書を提出しご相談ください。 

 

２ 離乳食表①をご覧になり、すべての食材を９か月までに必ず食べさせてください。 

 すべてに〇がつくと離乳食が提供されます。 

すべてに〇がつかない場合はミルクとなります。ご承知おきください。 

 

３ 離乳食表②をご覧になり、１歳を過ぎたらすべての食材を離乳食完了（１歳半頃）までに 

必ず食べさせてください。 

 すべてに〇がつくと幼児食が提供されます。 

 すべてに〇がつかない場合は離乳食となります。ご承知おきください。 

 

※離乳食の提供は９か月頃からとなり、８か月まではミルクとなります。 

※水分補給のため麦茶が提供される場合があります。 

※１歳となる誕生月から午前・午後のおやつ（ハイハイン、ヨーグルト、バナナ、野菜煮、 

ふかしいも、パンなど）が提供されます。 

※アレルギーを除き、個々に合わせての代替品の提供はありません。 

 

保育園が決定しましたら、入園月の前月 20日までに離乳食表を入園先の保育園まで提出して 

ください。 

※期限を過ぎた場合は、入園先の保育園にご連絡ください。 

 保育園の電話番号は入園申込案内に記載されていますので、そちらをご覧ください。 

 

入園されるお子様の園での食事が安全なものになりますよう、ご理解とご協力をお願い致します。 

連絡先 

東御市役所 保育課保育係 

課長  井出 政之 

担当  安藤 美沙 

電話  0268‐64‐5903 



東御市立保育園給食について（以上児用） 

 

東御市保育園では、給食の提供を実施しております。給食での食物アレルギー等を防ぐために別紙を

ご覧いただき、入園までに未摂取の食品がなくなりますようご家庭で少しずつ食べるようにしてくださ

い。その際、初めて摂取するときにはアレルギー反応が出ないことをご確認ください。 

 

入園までに下記事項を実施して下さい。 

１ 給食室からのお願いをご覧いただき、入園までにすべての食材をご家庭で必ず 

食べさせて下さい。 

 

２ 卵、乳、小麦、えび、さけ、さば、ごま、もも、りんご、オレンジ、ゼラチンは 

アレルギー症状を引き起こす可能性が高い食品となりますので、ご家庭で必ず食べさせて下さい。 

※アレルギーを除き、個々に合わせての代替品の提供はありません。 

 

 

入園されるお子様の園での食事が安全なものになりますよう、ご理解とご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

連絡先 

東御市役所 保育課保育係 

課長  井出 政之 

担当  安藤 美沙 

電話  0268‐64‐5903 


